
埋蔵文化財の取り扱いの流れ【フローチャート】

 

 
 

 

 

原因者:土木工事等の計画 

「周知の遺跡」では無いが… 
■ 事業予定地が広い 
■ 周知の遺跡に隣接する  
■ 立地等から遺跡の存在が疑われる  

男鹿市文化スポーツ課へ遺跡の有無について事業予定地を照会 

「周知の遺跡」範囲内 「周知の遺跡」範囲外  

【事前調査の依頼】（原因者→市文化スポーツ課へ）

周知の遺跡内であるが、遺跡に対する情報が少ない

周知の遺跡と、その範囲外に事業地がまたがる

周知の遺跡範囲では無いが遺跡存在の可能性がある

周知の遺跡範囲では無いが事業面積が 1000 ㎡を越える 等

※事前調査：費用は男鹿市負担で数日程度

 必要書類：事業に伴う埋蔵文化財の事前調査について

　　　　　 土地使用承諾書

【文化財保護法手続き】（周知の遺跡の場合）

■ 個人・法人の場合（原因者→市文化スポーツ課→秋田県教委）

　　文化財保護法 93 条に基づく届出書（着手の 60 日前まで）

■ 公共機関の場合（原因者→市文化スポーツ課→秋田県教委）

　　文化財保護法 94 条に基づく通知書（事業計画策定後直ちに）

  必要書類：土木工事のための発掘に関する届出書（93 条様式）

　　　　　 土木工事のための発掘に関する通知書（94 条様式）

遺跡が確認された 遺跡は無かった 

【秋田県教委による指示対応】（県教委→市文化スポーツ課→原因者）

現状保存 発掘調査 工事立会 慎重工事

届出・通知され
た計画内容では
工事できない。
遺跡への影響が
出ない様計画変
更あり。

記録保存のため
の発掘調査を実
施。
調査終了後は計
画通りの工事が
可能。

届出・通知された計画通りで工事
可能。ただし、「工事立会」の場合
は男鹿市職員の立会のもとで実施。
「慎重工事」では、遺跡への影響が
出ないように慎重に工事実施の必
要あり。

通常施工
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